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平成２６年の１２月に，週刊文春の取材を受け，私がコメントした発言が，平成

２６年１２月２５日号の記事に掲載されています。記事は， 

前代未聞！最高裁「司法修習生考試験」中に試験監督が帰っちゃった 

というタイトルです。 

司法修習生とは法律実務家の研修生です。１年間の研修の最後に司法修習生が

受ける卒業試験の監督のアルバイトの質が悪く，試験の

途中で「監督の仕事の拘束時間が長すぎる。もう私は帰

る」と，勝手に帰った，という珍事です。私は，本件の

責任者である最高裁判所について「…そのようなアルバ

イトに監督を任せた管理責任は厳しく問われるべき」と

コメントしました。司法修習生のために，本当に，最高

裁判所には，今回の件を厳しく反省してほしいと思って

います。 

←コメントした記事（週刊文春平成２６年１２月２５日号３８頁） 

 

週刊文春から取材を受けました。 

裁判員裁判には，問題が多々あります。 

最近，裁判員裁判をおこなっていた裁判員が心痛でＰＴＳＤになった，という報道をよく目にし

ます。これは，私には，よく分かるところがあります。というのは，裁判員裁判は，もともと「重

大な事件」を対象におこわれますが，刑事事件で重大な事件といえば，当然，殺人を含む事件とい

うことになります。その場合，被害者の死体の生々しい写真が事件の証拠として検察側から提出さ

れます。私も，研修生時代に裁判所で，そういう写真を証拠として見ましたが，かなりグロテスク

なものです。若い裁判官の中には，おもしろがって，研修生にそういう写真を「ホラホラ」という

ように，見せたがる人がいたりします（笑）。 

裁判官や検察官は，そういう生々しい写真には慣れっこなので， 

なんとも思わないでしょうが，善良な一般市民は，殺人事件の死体の写真など 

ふだん見るはずがありません。ですので，裁判員がＰＴＳＤになる， 

というのは，よく理解できるところがあるのです。 

正直いって，裁判員には，ならないに越したことはないと思います。 


